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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 請 求 項 １ 】
　 少 な く と も 被 検 眼 の 波 面 収 差 を 示 す 測 定 デ ー タ に 基 づ き 、 屈 折 矯 正 の た め の 矯 正 要 素 を
考 慮 し て 、 検 眼 用 視 標 の 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 い 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す
る 画 像 デ ー タ 形 成 部 と 、
　 上 記 画 像 デ ー タ 形 成 部 に 与 え る 矯 正 要 素 を 設 定 す る 矯 正 要 素 設 定 部 と 、
　 上 記 矯 正 要 素 設 定 部 で 設 定 さ れ る 矯 正 要 素 に よ り 矯 正 さ れ る 、 上 記 画 像 デ ー タ 形 成 部 で
形 成 さ れ た 矯 正 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ に 基 づ き 、 適 正 な 矯 正 要 素 が 設 定 さ れ て い る か ど う か
を 判 定 す る 判 定 部 と 、
を 備 え 、
　 上 記 矯 正 要 素 設 定 部 は 上 記 判 定 部 の 結 果 に 基 づ き 矯 正 要 素 を 設 定 し 、 上 記 判 定 部 が 適 正
な 矯 正 要 素 で あ る と 判 定 す る ま で 上 記 矯 正 要 素 設 定 部 が 矯 正 要 素 を 変 化 さ せ る よ う に 構 成
さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 矯 正 要 素 は 、 球 面 度 数 、 乱 視 度 数 、 乱 視 軸 角 度 の い ず れ か 一 つ 又 は 複 数 の 組 合 せ で
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 矯 正 要 素 設 定 部 は 、 球 面 度 数 、 乱 視 軸 角 度 、 乱 視 度 数 の 順 に 、 矯 正 要 素 を 変 化 さ せ
る よ う に し 、
　 上 記 判 定 部 は 、 球 面 度 数 、 乱 視 軸 角 度 、 乱 視 度 数 の 順 に 、 適 正 な 矯 正 要 素 が 設 定 さ れ て
い る か ど う か を 判 定 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 矯 正 要 素
判 定 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 画 像 デ ー タ 形 成 部 は 、 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 う 検 眼 用 視 標 を 、
上 記 矯 正 要 素 と し て 球 面 度 数 及 び ／ 又 は 乱 視 度 数 が 選 択 さ れ た 場 合 に は 、 順 次 大 き さ の 異
な る 検 眼 用 視 標 に 切 り 替 え て 、 検 眼 用 視 標 の 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 い 視 標 網 膜
画 像 デ ー タ を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 矯 正 要 素 判
定 装 置 。



【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 画 像 デ ー タ 形 成 部 が 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 う 検 眼 用 視 標 は 、 球 面 度 数 又
は 乱 視 度 数 が 適 正 で あ る か ど う か を 判 断 す る と き に は 、 ラ ン ド ル ト 環 視 標 で あ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 判 定 部 は 、 所 定 の 検 眼 用 視 標 の マ ッ チ ン グ 用 の パ タ ー ン デ ー タ と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
さ れ た 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ と を 相 関 度 合 を 比 較 す る こ と に よ り 、 適 正 な 矯 正 要 素 で あ る か
を 判 断 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 上 記 判 定 部 は 、 テ ン プ レ ー ト の 空 間 周 波 数 に ２ 次 元 フ ー リ エ 変 換 を 施 し 、 こ れ と 網 膜 像
の 空 間 周 波 数 分 布 を 掛 け 合 わ せ て テ ン プ レ ー ト マ ッ チ ン グ で 判 定 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 上 記 画 像 デ ー タ 形 成 部 は 、 波 面 収 差 か ら 瞳 関 数 を 演 算 し 、 視 力 視 標 の 輝 度 分 布 関 数 を 演
算 し 、 こ れ に 眼 球 の 空 間 周 波 数 分 布 を 掛 け 合 わ せ て 、 こ れ を ２ 次 元 逆 フ ー リ エ 変 換 し て 、
被 検 眼 の 屈 折 力 分 布 を 示 す 測 定 デ ー タ を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ 及 び ／
又 は 設 定 さ れ る 矯 正 要 素 に よ り 矯 正 さ れ た 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 求 め る よ う に 構 成 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 上 記 画 像 デ ー タ 形 成 部 は 、 少 な く と も 被 検 眼 の 波 面 収 差 を 示 す 測 定 デ ー タ と 、
屈 折 矯 正 の た め の 矯 正 要 素 を 考 慮 し て 、 検 眼 用 視 標 の 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と し て
、 Ｍ Ｔ Ｆ の デ ー タ を 形 成 し 、
　 上 記 判 定 部 は 、 形 成 さ れ た Ｍ Ｔ Ｆ の デ ー タ に よ り 適 正 な 矯 正 要 素 か 否 か を 判 断 す る よ う
に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 上 記 矯 正 要 素 設 定 部 は 、 弱 矯 正 方 向 か ら 矯 正 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 上 記 矯 正 要 素 設 定 部 は 、 自 覚 測 定 手 順 に 従 っ て 、 矯 正 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て い る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 さ ら に 、 上 記 判 定 部 で の 判 定 の 結 果 及 び 画 像 デ ー タ 形 成 部 で 形 成 さ れ た 視 標 網 膜 画 像 デ
ー タ を 表 示 す る た め 、 又 は 適 正 な 矯 正 要 素 と そ の 近 傍 の 矯 正 要 素 に よ る 視 標 網 膜 画 像 デ ー
タ を 表 示 す る た め の 表 示 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 少 な く と も 被 検 眼 の 波 面 収 差 を 示 す 測 定 デ ー タ に 基 づ き 、 屈 折 矯 正 の た め の 矯 正 要 素 を
考 慮 し て 、 検 眼 用 視 標 の 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 い 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す
る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す る た め の 矯 正 要 素 を 設 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 矯 正 要 素 を 設 定 す る ス テ ッ プ で 設 定 さ れ る 矯 正 要 素 に よ り 矯 正 さ れ る 上 記 視 標 網 膜
画 像 デ ー タ を 形 成 す る ス テ ッ プ で 形 成 さ れ た 矯 正 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ に 基 づ き 、 適 正 な 矯
正 要 素 が 設 定 さ れ て い る か ど う か を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
を 含 み 、
　 上 記 矯 正 要 素 を 設 定 す る ス テ ッ プ は 上 記 判 定 す る ス テ ッ プ の 結 果 に 基 づ き 矯 正 要 素 を 設
定 し 、 上 記 判 定 す る ス テ ッ プ が 適 正 な 矯 正 要 素 で あ る と 判 定 す る ま で 上 記 矯 正 要 素 を 設 定
す る ス テ ッ プ が 矯 正 要 素 を 変 化 さ せ る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 矯 正 要 素 判
定 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 上 記 矯 正 要 素 は 、 球 面 度 数 、 乱 視 度 数 、 乱 視 軸 角 度 の い ず れ か 一 つ 又 は 複 数 の 組 合 せ で
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
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【 請 求 項 １ ５ 】
　 上 記 矯 正 要 素 を 設 定 す る ス テ ッ プ は 、 球 面 度 数 、 乱 視 軸 角 度 、 乱 視 度 数 の 順 に 、 矯 正 要
素 を 変 化 さ せ る よ う に し 、
　 上 記 判 定 す る ス テ ッ プ は 、 球 面 度 数 、 乱 視 度 数 、 乱 視 軸 角 度 の 順 に 、 適 正 な 矯 正 要 素 が
設 定 さ れ て い る か ど う か を 判 定 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ 記
載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 上 記 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す る ス テ ッ プ は 、 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 う 検
眼 用 視 標 を 、 上 記 矯 正 要 素 と し て 球 面 度 数 及 び ／ 又 は 乱 視 度 数 が 選 択 さ れ た 場 合 に は 、 順
次 大 き さ の 異 な る 検 眼 用 視 標 に 切 り 替 え て 、 検 眼 用 視 標 の 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を
行 い 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ 記
載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 上 記 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す る ス テ ッ プ が 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 う 検 眼
用 視 標 は 、 球 面 度 数 又 は 乱 視 度 数 が 適 正 で あ る か ど う か を 判 断 す る と き に は 、 ラ ン ド ル ト
環 視 標 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 上 記 判 定 す る ス テ ッ プ は 、 所 定 の 検 眼 用 視 標 の マ ッ チ ン グ 用 の パ タ ー ン デ ー タ と シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン さ れ た 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ と の 相 関 度 合 を 比 較 す る こ と に よ り 、 適 正 な 矯 正 要
素 で あ る か を 判 断 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の 矯 正 要 素
判 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 上 記 判 定 す る ス テ ッ プ は 、 テ ン プ レ ー ト の 空 間 周 波 数 に ２ 次 元 フ ー リ エ 変 換 を 施 し 、 こ
れ と 網 膜 像 の 空 間 周 波 数 分 布 を 掛 け 合 わ せ て テ ン プ レ ー ト マ ッ チ ン グ で 判 定 を 行 う よ う に
構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 上 記 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す る ス テ ッ プ は 、 波 面 収 差 か ら 瞳 関 数 を 演 算 し 、 視 力 視
標 の 輝 度 分 布 関 数 を 演 算 し 、 こ れ に 眼 球 の 空 間 周 波 数 分 布 を 掛 け 合 わ せ て 、 こ れ を ２ 次 元
逆 フ ー リ エ 変 換 し て 、 被 検 眼 の 屈 折 力 分 布 を 示 す 測 定 デ ー タ を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た 視 標
網 膜 画 像 デ ー タ 及 び ／ 又 は 設 定 さ れ る 矯 正 要 素 に よ り 矯 正 さ れ た 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 求
め る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 上 記 視 標 網 膜 画 像 デ ー タ を 形 成 す る ス テ ッ プ は 、 少 な く と も 被 検 眼 の 波 面 収 差 を 示 す 測
定 デ ー タ と 、 屈 折 矯 正 の た め の 矯 正 要 素 を 考 慮 し て 、 検 眼 用 視 標 の 見 え 具 合 の シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン と し て 、 Ｍ Ｔ Ｆ の デ ー タ を 形 成 し 、
　 上 記 判 定 す る ス テ ッ プ は 、 形 成 さ れ た Ｍ Ｔ Ｆ の デ ー タ に よ り 適 正 な 矯 正 要 素 か 否 か を 判
断 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 上 記 矯 正 要 素 を 設 定 す る ス テ ッ プ は 、 弱 矯 正 方 向 か ら 矯 正 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 上 記 矯 正 要 素 を 設 定 す る ス テ ッ プ は 、 自 覚 測 定 手 順 に 従 っ て 、 矯 正 を 行 う よ う に 構 成 さ
れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 乱 視 度 数 と 乱 視 軸 角 度 を 精 密 測 定 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 請 求 項 １ ３ 記 載 の 矯 正 要 素
判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 求 め ら れ た 球 面 度 数 を 微 調 整 し て 一 層 大 き な 視 力 の 値 を 得 ら れ る 球 面 度 数 を 求 め る た め
の 球 面 度 数 微 調 整 ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 請 求 項 １ ３ 記 載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
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　 被 検 眼 の 屈 折 力 分 布 を 示 す 測 定 デ ー タ 中 の 第 １ の 球 面 度 数 を 矯 正 要 素 と し て 用 い て 、 請
求 項 １ に 記 載 さ れ た 矯 正 要 素 判 定 方 法 に よ り 、 第 ２ の 球 面 度 数 を 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
　 第 ２ の 球 面 度 数 か ら 、 被 検 眼 の 屈 折 力 分 布 を 示 す 測 定 デ ー タ 中 の 第 １ の 乱 視 度 数 に 従 う
値 を 補 正 す る こ と に よ り 第 の 球 面 度 数 を 求 め る ス テ ッ プ と 、
　 第 の 球 面 度 数 を 矯 正 要 素 と し て 用 い て 、 請 求 項 １ ３ に 記 載 さ れ た 矯 正 要 素 判 定 方 法 に
よ り 、 第 ２ の 乱 視 度 数 を 算 出 す る ス テ ッ プ と
を 含 む 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 上 記 波 面 収 差 は 、 高 次 収 差 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 乃 至 ２ ６ の い ず れ か に 記
載 の 矯 正 要 素 判 定 方 法 。
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